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（２） 令和８年度使用高等学校用教科書見本（新刊：現行学習指導要領）の「個 

別の求め」における申請理由について 

教科書協会経由で「依頼書」に基づく教科書見本の送付依頼は、依頼書の 

申請理由①～⑤に該当する場合のみご利用することができますので、ご留 

意ください。申請理由に該当しない場合は対象外となります。 

申請理由①：教育長および委員の数が５人を超える場合。該当する教育委員 

会のみ申請可能です。申請上限は超える数。 

申請理由②：教育長および委員の数を上限として追加する場合。高等学校を

所管する市町村教育委員会のみ申請可能です。上限は教育長お

よび委員の数。            

申請理由③：中等教育学校の前期課程及び併設型中学校の数を上限とする場 

      合。 

申請理由④：教科書採択権限を有する高等学校の分校。上限は分校に１部。 

申請理由⑤：教科書採択の権限を有する高等学校の各学科（上限は、普通科・  

      専門学科・総合学科ごとに１部。ただし、専門学科は高等学校 

設置基準に規定する学科ごとに 1部が上限。 

 

（３）申請理由⑤の「高等学校の各学科」について 

「高等学校の各学科」の区分は、高等学校設置基準第六条の２の区分を参照く

ださい。例えば、電気機器科と電子技術科で１部ずつの申請はできません。

これらは科目であるため、学科としては「工業」として１部となります。  

また、普通科・畜産科・農業機械科の場合は、「普通科」と「農業」の２部ま

で申請可能です。 

 

（４）本校（全日制のみ）の他に定時制の分校がある場合の取扱いについて 

高等学校に置かれる課程（全日制・定時制・通信制）に原則１部となっている

ことから、全日制（本校）と定時制（分校）として捉えることもできますが、

本件のような場合につきましてはあくまで分校として考え、「個別の求め」が

ある場合には教科書協会宛に依頼書を送付いただきますようお願い申し上げ

ます。 
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（５）高等学校に置かれる課程（全日制・定時制・通信制）に加えて、「高等学 

校の各学科」として個別の求めの申請が出来ない場合について 

全日制で普通科のみの普通高等学校（単科）や、全日制で商業科のみの商業高

等学校（単科）から、高等学校に置かれる課程（全日制）の１部に加えて、各

学科（普通科や商業科）として更に「個別の求め」を依頼される場合がござい

ます。 

学校教育法において「教育課程は、各教科に属する科目によって編成される」 

と規定されていますように、課程には必ず科目が紐付けされています。よっ 

て、例えば、全日制で普通科のみしかない単科の高等学校におかれましては、

高等学校に置かれる課程（全日制）として送付した１部が普通科としての学科

に充当されると考えますので、「個別の求め」があっても普通科として更に１

部を送付依頼はできません。なお、全日制の高等学校で普通科に加えて商業科

がある場合は、文部科学省通知に従って、高等学校に置かれる課程（全日制）

の１部に加えて、「個別の求め」があれば商業科１部を上限として追加依頼す

ることができます。 

なお、「個別の求め」として依頼書を送付いただいた場合、教科書見本の送付

は教科書発行者の判断に委ねられることにつきましてあらかじめご了承いた

だきますようお願い申し上げます。 

 

以上につきましては、高等学校を所管する市町村教育委員会や学校長にも周知

いただきますようお願い申し上げます。 

 

【問合せ窓口】教科書協会  

事務局  

 ☎：03(5606)9781 

 

以 上 


